
 

 

【2026年 1月 24日更新】公募要領（案）１－３．（１）＜間接補助事業の概要案＞の下表に

誤植がありましたので、赤字取消線部分を削除した資料に差し替えます。 

 

  ○事業期間 間接交付決定日～令和１３年３月３１日（最長） 

補助対象者 

 

脱炭素電力を活用しつつ、当該

電源立地都道府県（※２）にお

いて付加価値の高い設備投資

を行う民間団体等 

脱炭素電力を活用し、付加価値

の高い設備投資を行いつつ、当

該電源立地都道府県（※２）に対

して地域共生基金や企業版ふる

さと納税等（※３）を通じて貢献

する民間団体等 

民間団体等の

設備立地場所 

使用する脱炭素電源の立地都

道府県 

使用する脱炭素電源の立地都道

府県以外 

補助対象経費 大規模かつ産業競争力強化に

繋がる設備投資に係る費用 

 

大規模かつ産業競争力強化に繋

がる設備投資に係る費用（ただ

し、データセンターへの設備投

資を除く。） 

投資下限 １０～２０億円予定 

補助要件① 

（産業競争力

の確保） 

◼ （製造業の場合）高付加価値な製品を製造し、産業競争力の

強化に繋がる事業であること等 

◼ （DC の場合）日本の計算資源分野の競争力強化に資すること

等 

補助要件② 

（脱炭素電源

の活用） 

設備投資を行う一の事業場所

における消費電力について、以

下を達成すること。 

・脱炭素電力を 100％活用する

こと（※４） 

・企業立地する都道府県の脱炭

素電源を積極的に活用する

こと 

・ＰＰＡや自家発電を積極的に

活用すること 

・新設・再稼働電源を積極的に

活用すること 

 

設備投資を行う一の事業場所に

おける消費電力について、以下

を達成すること。 

・脱炭素電力を 100％活用するこ

と（※４）（※５） 

・企業立地する都道府県の脱炭

素電源を積極的に活用するこ

と 

・ＰＰＡや自家発電を積極的に

活用すること 

・新設・再稼働電源を積極的に活

用すること 

 

補助上限※６ １００～２５０億円 ５０億円 

補助率※６ 中小企業等１／２～３／１０ 

大企業 １／３～１／５ 

中小企業等２／５～３／１０ 

大企業 １／４～１／５ 




